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笑み社会保険労務士法人 

 

健康診断について 

 

 企業は、労働安全衛生法第 66 条に基づき、労働者の健康確保のために、労働者に対して健康診断を実

施しなければなりません。 

 

①健康診断の種類 

 

 

 

➁健康診断実施時間の賃金支払い 

 

一般健康診断 支払い義務はない。ただし実施が義務である以上

は支払うことが望ましい 

特殊健康診断 

（業務の遂行に関して、労働者の健康確保のため

当然に実施） 

特殊健康診断の受診に要した時間は労働時間であ

り、賃金の支払義務あり 

 

 

 



➂実施対象者 

 

 

④健康診断の費用の負担 

労働安全衛生法等で事業者に義務付けられている健康診断の費用は、事業者に健康診断の実施が義務付

けられている以上、事業者が負担すべきものとされています。 

 

 


